
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

1 20220104 株式会社三恵（法人番
号1180301008723)　代
表者青木勝治

愛知県豊橋市前芝町字西
青6番地の1

本社営業所 愛知県豊橋市前芝町字西
青38番地

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和3年6月28日及び令和3年7月2日､死亡事
故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基
準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(2)一の運行の勤務時
間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点
呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(5)事故の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条の2)､(6)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)

7 7

2 20220106 株式会社浅井（法人番
号4010801000383)　代
表者浅井隆

東京都大田区平和島5-8-
23

名古屋営業所 愛知県名古屋市中川区野
田2-356-102

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和3年8月17日､監査方針に基づき､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)一の運行の勤
務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(3)運行指示書の記載事項等の不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1
項)

1 1

3 20220106 中越テック株式会社
（法人番号
2010601033750)　代表
者増井雅彦

東京都江東区新木場1-6-
23

静岡営業所 静岡県富士市松本字南久
保9番地の1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年6月29日､死亡事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡9件の違反が認めら
れた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間
等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)､(6)乗務等の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録
計による記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(8)運転者台帳の記載事
項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(9)運転者に対する指導監督
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項)

2 2

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１月分)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１月分)

4 20220107 丸坂山田運輸有限会
社（法人番号
5200002017827)　代表
者山田茂

岐阜県美濃加茂市山之上
町2628

本社営業所 岐阜県美濃加茂市山之上
町2628

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和2年11月20日､関係機関からの情報を端
緒として､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､
(2)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼
の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､
(4)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行指示書の
作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の3第1項)､(6)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(7)特定の運転者に対す
る運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)

13 13

5 20220107 丸新運輸倉庫株式会
社（法人番号
5180001020933)　代表
者梅村智朗

愛知県名古屋市中川区打
出1-41

弥富営業所 愛知県弥富市操出六丁目
35番

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和3年8月31日､重傷事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡6件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条)､(5)運行指示書の記載事項等の不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第
1項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)

3 3

6 20220107 株式会社幸和運輸（法
人番号1180001108955)
代表者荒田健一

愛知県名古屋市港区惟信
町4丁目10番地7

本社営業所 愛知県名古屋市港区惟信
町4丁目10番地7

事業停止(30日間)及び
輸送施設の使用停止
(20日車)並びに文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の
4

令和3年7月12日及び令和3年8月11日､監査方
針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認めら
れた｡(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､
(2)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)
名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1
項)､(4)事業報告書及び輸送実績報告書未提
出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

32 32

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１月分)

7 20220112 株式会社ニッコー（法
人番号3210001012292)
代表者漆崎幸男

福井県南条郡南越前町上
平吹第27-4-5

本社営業所 福井県南条郡南越前町上
平吹27字のぞき4-5

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和3年6月30日､関係機関からの情報を端緒
として､監査を実施｡12件の違反が認められた｡
(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健
康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(3)整備管理者の選任届出
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2
項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務
等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(7)運転者台帳の作成義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条の5第1項)､(8)運転者台帳の記載事項等不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)､(9)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(10)一般講習受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､
(11)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違
反(貨物自動車運送事業法第24条の3)､(12)事
業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自
動車運送事業法第60条第1項)

3 3

8 20220112 オールラウンド運輸株
式会社（法人番号
9180001130605)　代表
者犬飼喜代志

愛知県名古屋市熱田区川
並町2番22号

可児営業所 岐阜県可児市大森字奥洞
989番地1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
6項

令和3年8月24日､死亡事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡7件の違反が認めら
れた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項)､(2)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(4)運転者台帳の作成義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断
未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)､(7)輸送実績報告書未提出(貨物
自動車運送事業法第60条第1項)

1 1

9 20220112 灘崎株式会社（法人番
号9260001008776)　代
表者寺山泰生

岡山県岡山市南区植松
535-2

名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区日
比津町3丁目9-47

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和3年8月4日､監査方針に基づき､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対す
る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項)

1 1

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１月分)

10 20220114 株式会社マルセイカン
パニー（法人番号
8180001007432)　代表
者金田清隆

愛知県名古屋市港区いろ
は町2丁目7

本社営業所 愛知県名古屋市港区品川
町1丁目57番地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年7月8日及び令和3年7月20日､監査方
針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認めら
れた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第6条第1項第1号)､(2)運転者に
対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(3)運転者に対
する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)､(4)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

12 2

11 20220126 株式会社ワコウコーポ
レーション（法人番号
7210001016364)　代表
者勝木孝幸

福井県越前市上四目町第
27号12番地の2

本社営業所 福井県越前市上四目町第
27号12番地の2

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和3年7月2日､死亡事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡10件の違反が認め
られた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の
研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の4)､(4)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(5)運転者台帳の作成義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(8)運転者に対する指導監督記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項)

6 6

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１月分)

12 20220126 株式会社林商運（法人
番号7200001033261)
代表者林佳宜

岐阜県恵那市大井町34番
地7

本社営業所 岐阜県恵那市大井町34番
地7

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和3年7月21日､監査方針に基づき､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基
準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行
記録計による記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者に対する
指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項)､(7)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項)

3 3

13 20220127 石昌運輸有限会社（法
人番号8200002006975)
代表者石原泰守

岐阜県各務原市各務山の
前町4-326

本社営業所 岐阜県各務原市各務山の
前町4-326

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年11月25日､公安委員会からの通知を
端緒として､監査を実施｡1件の違反が認められ
た｡(1)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送
事業法第17条第3項)

2 2

14 20220127 株式会社翔栄（法人番
号5080001013113)　代
表者大塚正浩

静岡県島田市阪本3272-
14

本社営業所 静岡県島田市阪本2482番
地の5

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年1月7日､重傷事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡1件の違反が認めら
れた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)

0 0

15 20220131 小松運輸株式会社（法
人番号3180301013952)
代表者小松建

愛知県刈谷市大手町二丁
目15番地

刈谷営業所 愛知県刈谷市小垣江町古
浜田16-1

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
5項

令和4年1月31日､監査方針に基づき､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)点呼の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(2)乗務等の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)

0 0

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。


